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別紙３  

事 業 概 略 書 

                                                                                 
 

地域共生社会の実現に向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（報告書Ａ４版 165頁） 

 
                                                                                        

 事 業 目 的 

 
本事業は、分野横断的な地域づくりを推進するために、先行して取組む事例を把握するとともに、

保健医療、福祉（ひきこもり、刑務所出所者、困難な課題を抱える女性、孤独孤立、保健、難病、
医療的ケア児、社会的処方等）及び他省庁の取組との連携した地域づくりの手法について調査研究
を行うことを目的として実施した。 

                                                                                 

 事 業 概 要 

 
基礎的な情報整理として、文献・資料調査により、厚生労働省以外の省庁の地域づくりに関する

制度・施策、取組事例等を把握した。また、都道府県を対象にアンケート調査を行い、包括的な支
援体制に整備に向けた市町村の取組の把握状況、都道府県としての取組、分野横断的な地域づくり
の事例等を把握した。 
次に、分野横断的な地域づくりの事例収集として地域づくりヒアリング調査を実施し、事例集を

作成した。福祉部門・まちづくり部門による取組、民間企業・団体等による取組を対象に、取組の
プロセスや各種制度の活用状況、取組体制や関係機関等を把握した。 
これらの結果をふまえて、包括的な支援体制の整備に向けた地域づくりとは何をすることなのか、

現場に求められる実践やそれを可能とする環境整備のあり方について解説するガイドブックを作
成した。これらをとりまとめる形で本報告書を作成した。 
 

本事業の全体構成 

 

包括的な支援体制の整備に向けた都道府県の
取組状況・取組予定、都道府県内の地域づく
りの取組事例を把握。

各省庁（小さな拠点、地域運営組織の形成、
農村RMO、脱炭素地域づくり等）の地域づく
りに関する制度・施策等を整理し、市町村に
情報提供できるよう資料化。

都道府県内の取組状況・事例の把握

都道府県アンケート調査

各省庁の地域づくり施策の整理

文献・資料調査

包括的な支援体制の整備に資する地域づくりの取組を対象に、取
組の発端・プロセスや各種制度の活用状況、行政と地域・民間の
関係性や取組体制等を把握。

分野横断的な地域づくりの事例収集

地域づくりヒアリング調査

包括的な支援体制の整備に向けて地域づくりを進める上でのポイント、
行政が分野横断的な地域づくりを進める上で果たすべき役割等をとりま
とめて自治体向けのガイドブックを作成。また、分野横断的な地域づく
りの取組事例を事例集として作成。

包括的な支援体制の整備に向けた地域づくりに関する論点整理

報告書・事例集の作成
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１．文献・資料調査 

（１）目的 
各省庁（小さな拠点、地域運営組織の形成、農村RMO、脱炭素地域づくり等）の地域づくりに関す

る制度・施策等を整理し、自治体の福祉部門担当者に情報提供できるよう資料化を行った。 
 
（２）調査対象 
厚生労働省「重層的支援体制整備事業に係る他分野との連携通知」のうち、以下の通知の中で言及
されている施策・事業に関連して設けられている地域づくりの支援制度等の中で、地域福祉関連の
活用事例があるもの。また、厚生労働省「第４回地域共生社会の在り方検討会議」（2024年9月30日
開催）で報告された他省庁の取組からも、同様の観点で地域づくりの支援制度等の抽出を行った。 

重層的支援体制整備事業と地域力創造施策との連携について※総務省 
重層的支援体制整備事業と地方創生施策との連携について※内閣府 
重層的支援体制整備事業と農林水産施策との連携について※農林水産省 
重層的支援体制整備事業と地域循環共生圏に関する施策との連携について※環境省 

 
（３）調査内容 

制度の概要／支援内容等／地域福祉関連の活用事例（コミュニティ形成、参加支援等）／
詳しく知りたい場合のURL等 

 
（４）調査方法：文献・資料調査（各省庁HPからの情報収集） 
 

２．都道府県アンケート調査 
（１）目的 
包括的な支援体制の整備に向けた地域づくりに関する都道府県の取組、都道府県内の地域づくり

の取組事例等を把握するため、都道府県アンケート調査を実施した。 
 
（２）調査対象：都道府県の包括的な支援体制の整備／重層的支援体制整備事業の担当者 
 
（３）調査内容 

・ 各市町村の包括的な支援体制の整備に向けた取組状況をどの程度把握しているか（相談支
援／地域づくり） 

・ 包括的な支援体制の整備に向けた都道府県の取組状況（相談支援／地域づくり） 
・ 包括的な支援体制の整備に向けた都道府県の今後の取組予定（相談支援／地域づくり） 
・ 「分野や制度の枠組みにとらわれない地域づくり」という観点から注目している都道府県

内の取組事例 
・ 包括的な支援体制の整備に向けた地域づくりに関する意見 ／等 

 
（４）調査方法：WEBアンケート調査 
 

３．地域づくりヒアリング調査 

（１）目的 
包括的な支援体制の整備に資する「分野横断的な地域づくり」の取組事例を把握することを目的

として、地域づくりヒアリング調査を実施した。 
 
（２）調査対象 

検討委員会での議論をふまえ、以下の視点から調査対象の選定を行った。 
・ 個別支援と地域づくりの両輪が意識されている事例 
・ 地域づくり取組の多様性を感じられる事例（福祉文脈以外で取り組まれている事例、行

政の関わりがない事例、これらが結果的に福祉に貢献していることを伝達する） 
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・ 個別支援と地域づくりの違いを理解し、行政の福祉部門がまちづくり部門・関係者と協
働するためのヒントを得られる事例 

・ 施策としての広がりを感じられる事例（取組単体ではなく地域の中での様々な取組が連
動しながら動いている事例） 

 
（３）調査内容 

・ 地域づくりのプロセス・ストーリー／地域づくりの取組内容／活用している制度等／自
治体の関わり／取組による変化／今後の方向性／等 

 
（４）調査方法：訪問による聞き取り調査 
 
（５）調査実施期間：令和6年11月～令和7年1月 
 

４．検討委員会の設置・運営 

（１）検討委員会名 

地域共生社会の実現に向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究 

検討委員会 

 

（２）委員構成 

検討委員会の委員構成は、以下の通り。 

 

氏 名 所 属 

秋山 太 久留米市 健康福祉部 地域福祉課 主査 

竹端 寛 兵庫県立大学 環境人間学部 教授 

◎永田 祐 同志社大学 社会学部 社会福祉学科 教授 

根岸 拓哉 まちの保育園 小竹向原 チーフコミュニティコーディネーター 

松﨑 亮 社会福祉法人三股町社会福祉協議会 コミュニティデザインラボ 所長 

松本 小牧 豊明市 市民生活部 共生社会課 課長 

 

５．自治体担当者向けガイドブック 
 

（１）目的 
自治体担当者を対象に、「包括的な支援体制の整備」のために、なぜ地域づくりが必要なのか、

それを進めるための現場での実践として、地域に対しどのような働きかけが必要なのか、またそれ
を実現するための環境をどう整備すべきか等を解説することを目的として、自治体担当者向けガイ
ドブックを作成した。 
 
（２）読み手 

自治体の包括的な支援体制の整備／重層的支援体制整備事業の地域づくり担当者 
 
 

 調査研究の過程 
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全体のスケジュールは以下の通り。 

 

 

１．文献・資料調査 

（１） 調査実施期間：令和6年8月～10月 

 

２．都道府県アンケート調査 

（１） 調査実施期間：令和6年8月26日～9月13日 

 

（２）回収結果：調査対象数47件、有効回収数45件、有効回収率95.7％ 

 

３．地域づくりヒアリング調査 
 ヒアリングの実施経過は以下の通り。 
 

地域づくりヒアリングの調査対象 

取組主体 
取組・拠点の名

称 
対象 
地域 

ヒアリング対象 
ヒアリング 
実施日 

養父市 
社会的処方推進
課による取組 

兵庫県 
養父市 

・養父市 
・合同会社Roof 

2024年 
11月1日 

日向コミュニ
ティ振興会 

日向コミュニテ
ィ振興会による
取組 

山形県 
酒田市 

・日向コミュニティ振興会 
・東北公益文科大学 
・酒田市 

2024年 
11月19日 

一般財団法人 
明石コミュニ
ティ創造協会 

協働のまちづく
り推進組織を支
援する事業 

兵庫県 
明石市 

・一般財団法人 明石コミュニ
ティ創造協会 

2024年 
11月27日 

令和７年令和６年

３月２月１月12月11月10月９月８月７月

【委員会】

◼委員会設置、事前協議

◼開催

【文献・資料調査】

◼ とりまとめ方法の検討

◼調査の実施

【都道府県アンケート調査】

◼調査票の設計

◼調査の実施、集計・分析

【地域づくりヒアリング調査】

◼ ヒアリング実施計画の作成

◼ ヒアリング調査の実施

【事例集の作成】

【報告書の作成】

第１回 第２回 第４回第３回



5 

 

三股町社会福
祉協議会 

三股町コミュニ
ティデザインラ
ボ 

宮崎県 
三股町 

・三股町コミュニティデザイン
ラボ 

2024年 
12月3日 

豊明市 
共生社会課によ
る取組 

愛知県 
豊明市 

・豊明市 
2024年 
12月6日 

株式会社グラ
ンドレベル 

喫茶ランドリー 
東京都 
墨田区 

・株式会社グランドレベル 
2024年 
12月12日 

つなぐば家守
舎株式会社等 

シェアアトリエ
つなぐば等 

埼玉県 
草加市 

・つなぐば家守舎株式会社 
・一般社団法人なつかしいミラ
イ 

・ハングオーバー株式会社 
・株式会社ここにある 
・社会福祉法人福祉楽団 
・草加市社会福祉協議会 
・草加市 

2025年 
1月20日 

 

４．検討委員会の設置・運営 

検討委員会は以下の通り開催した。当初計画では３回の開催を予定していたが、第二回検討委員会

においてガイドブックの内容に関する活発な意見交換が行われたことから、急遽、２月５日にオン

ラインにて追加開催した。 

 

開催日時、開催方式・場所、議題 

 開催日時 開催方式・場所  議題 

第１回 
令和6年 
9月30日 
15:00～17:30 

対面開催 
TKP東京駅カンフ
ァレンスセンター 
カンファレンスル
ーム 10B 

・文献・資料調査結果の報告 
・都道府県アンケート調査結果の報告 
・包括的な支援体制の整備に向けた地域
づくりに関する論点 

・地域づくりヒアリング調査実施計画 

第２回 
令和6年 
12月10日 
17:30～20:00 

対面開催 
TKP東京駅カンフ
ァレンスセンター 
カンファレンスル
ーム 10B 

・ヒアリング調査結果中間報告 
・ガイドブック構成案 
・事例集の構成案 

第３回 
令和7年 
2月5日 
18:00～20:00 

ZOOMによるオンラ
イン開催 

・ガイドブック構成案 
・事例集の構成案 

第４回 
令和7年 
3月28日 
9:30～12:00 

ZOOMによるオンラ
イン開催 

・ガイドブック案 
・事例集案 

 

５．自治体担当者向けガイドブック 
 地域づくりヒアリングの結果をもとに原案を作成し、検討委員会にて検討を行った。 
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 事 業 結 果 

 

１．文献・資料調査 

 他省庁の取組については、下記の通り整理し資料編として整理した。 

 
 

２．都道府県アンケート調査 
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 都道府県による市町村の地域づくりの取組については「重層事業・移行準備事業を実施している

市町村の取組状況は把握している」という都道府県が最も多い。一方で「重層事業・移行準備事業

の実施の有無にかかわらず、各市町村の包括的な支援体制の整備に向けた取組を把握している」と

いう都道府県は9カ所にとどまった（左図）。 

また、今後の都道府県としての地域づくりに関する取組としては、「今後の取組として具体的に

検討しているものがある」が14件となっており、大半の都道府県では支援が具体化していない状況

が把握された。 

 

 

３．地域づくりヒアリング調査 

 実施したヒアリング結果は、事例集として取りまとめた。各事例は４ページ構成とし、原則とし

て以下のフォーマットで整理することとした。 

【１ページ目】事業の概要／この事例からの学び／事例の基本情報 

【２ページ目】包括的な支援体制の整備に向けた地域づくりの取組の経緯 

【３ページ目】この事例で行われている地域への働きかけ 

【４ページ目】取組の特徴、今後に向けて 

 

■事例タイプ１ 福祉部門による地域づくりの取組事例 

兵庫県養父市 あらゆる人が担い手になれる地域づくり 

宮崎県三股町社協 地域の場から住民主体の活動を生み出す 

■事例タイプ2 市民協働部門による地域づくりの取組事例 

愛知県豊明市 インフォーマル資源による支援者支援 

明石コミュニティ創造協会 多様な人が関われるまちづくりを支援 

日向コミュニティ振興会 ワークショップを軸とした多様な地域活動の展開 

■事例タイプ3 民間企業による地域づくりの取組事例 

シェアアトリエつなぐば まちづくりの取組と福祉の連動 

喫茶ランドリー 民間ならではの属人性のある居場所づくり 
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事例の整理のイメージ（各事例４ページ構成） 
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４．自治体担当者向けガイドブック（検討委員会） 

検討委員会における議論を踏まえて作成されたガイドブックの構成と概要は以下の通り。「考え

方編」「現場実践編」「環境整備編」の３部構成とした。 

 

【全体の構成】 

１．＜考え方編＞包括的な支援体制の整備に、なぜ「地域づくり」が必要なのか 

はじめに～福祉行政における「地域づくり」とは何か？ 

（１）「包括的な支援」になぜ「地域づくり」が必要なのか 

（２）「生きていくことを支える」ためになぜ地域が大切なのか 

（３）福祉行政からみた２つの「地域づくり」への関わり方 

 

２．＜現場実践編＞ 包括的な支援体制に向けて福祉行政はどう地域に働きかけるか？ 

（１） 個別支援を起点に地域にどう働きかけるか？ 

（２）地域そのものへの働きかけ～中長期のアプローチ 

（３） 並走する「個別支援起点」と「地域そのものへの働きかけ」 

 

３．＜環境整備編＞地域に働きかけるための組織のあり方 

（１）行政の福祉部門に組織として求められること～管理職へのメッセージ 

（２）事業も財源も「分野横断できる」ことを知る 

おわりに 

 

【ガイドブックの概要】：以下では、ガイドブックの内容の要約版を掲載する。 

 

＜考え方編＞ 

１．包括的な支援体制の整備に、なぜ「地域づくり」が必要なのか 

 

このガイドブックでは、地域づくりとは「人と人のつながりを作っていくということ」定義しつ

つ、包括的な支援体制の整備において、なぜ地域づくりが大切なのかを説明するとともに、福祉行

政としてどのように地域づくりに関わっていくべきかについて整理しました。 

このガイドブックは、福祉行政関係者が、地域住民の「気にかけ力」の向上を意識しながら地域

に関わっていくという考え方（考え方編）に基づき、その実践（現場実践編）と、組織的な環境づ

くり（環境整備編）について提案しています。 

 

（１）「包括的な支援」になぜ「地域づくり」が必要なのか 

現在、地域福祉の領域では、対象者を誰一人取り残さないという意味での「対象者の包括性」と、

その人が自律的に「生きていくこと」をまるごと支援する「支援の包括性」が重視されています。

サービスや制度にはどうしても「制度の隙間」が生まれますが、これを埋めるのは日常的な営み、

「人と人のつながり」です。また、包括的な支援体制は、必ずしも即時の課題解決を前提とせず、

一定期間伴走しながら徐々に支援者と対象者の信頼と協働を深め、動機付けを高めていく伴走支援

のアプローチとなることもあります。一方で専門職が常時寄り添いながら伴走し続けることは現実

的ではありません。だからこそ、人と人のつながりが大切になります。 

 

（２）「生きていくことを支える」ためになぜ地域が大切なのか  

「生きていくことを支える」ためには、その人の「強み」に着眼し、本人の「興味・関心」、「願
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い」、「暮らしのあり方」に焦点をあて、エンパワーする支援が必要になります。その対象者に関

わるための「関わりしろ」は、人々の営みの中にこそ見つけられます。また、個別支援では「課題

の捉え直し」が重要になります。課題解決への最短距離となる入口からではなく、対象者の「引っ

掛かる」ポイントからのアプローチです。専門職だけで議論するよりも、地域の非専門職の人たち

の様々な「関わりしろ」からアプローチした方が気づきも広がるでしょう。このように包括的な支

援においては、人と人のつながりが重要になるのです。 

気にかけあうような「人の塊」が多層的に存在し、複雑に組み合わさっているのが「地域」です。 

そして、地域のこのメッシュ（網の目）をできるだけ細かくして重ねていくことで、ひとつひとつ

の取組や人のつながりが小さくても、誰ひとりとして「底」に抜け落ちない地域になるのです。「気

にかけ力」を地域の営みの中に植え込んでいくことは、福祉行政の目指すべき方向性といえます。 

行政の支援がない場所でも、その場所にいる住民同士が「気にかけ力」を発揮して支え合ってい

ることが包括的な支援が求めている地域の姿であるということを認識することが大切になります。 

 

 

  

（３）福祉行政からみた２つの「地域づくり」への関わり方 

では、こうした多層的な地域に対して福祉行政はどうかかわっていけばよいのでしょうか。本ガ

イドブックでは、大きく２つの関わり方をご紹介します。「個別支援のための地域への働きかけ」

と、「地域そのものへの働きかけ」です。 

個別支援を起点に地域に関わる際には、地域における①人々の営みを知り、②信頼関係を作り、③

協働するというプロセスが必要になります。一方、地域そのものへの「育ち支援」も求められてい

ます。福祉行政が貢献できる地域への関わりは主に「活動の層を増やす／強くする」「気にかけ力

を高める」「活動を結びつける」の３つがあります。 

個別支援を起点に地域に関わる際には、地域における①人々の営みを知り、②信頼関係を作り、

③協働するというプロセスが必要になります。一方、地域そのものへの「育ち支援」も求められて

います。福祉行政が貢献できる地域への関わりは主に「活動の層を増やす／強くする」「気にかけ

力を高める」「活動を結びつける」の３つがあります。 
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＜現場実践編＞ 

２．包括的な支援体制に向けて福祉行政はどう地域に働きかけるか？ 

 

（１） 個別支援を起点に地域にどう働きかけるか？ 

「個別支援のために地域に働きかける」アプローチについて、「人々の営みを知る」「信頼関係

をつくる」「協働する」の大きく３つの段階に分けています。 

まず、第一段階は「人々の営みを知る」ことです。ただし、それは事業や団体名を知ることでは

なく、地域の「ヒト・トコ・コト」（人・所・事）を知るということです。こうした活動は福祉行

政側からみれば、特に対象者一人一人の個別性に基づいた参加支援において、とても大切な場所で

す。地域活動を知るためには、まず街に出ていくことが第一歩になります。 

協働にむけては相互の信頼関係を作ることも大切です。行政側の職員は、名前を憶えてもらい、

その場所への出入りを通して相手先との信頼関係を作ることが大切です。先方の活動の背景や目的、

価値観など活動を行っている活動当事者の目線で理解するなど様々な段階があると思います。 

地域の場所や人との信頼関係がつくれれば個別支援での協働が始まることがあります。協働は、

個別支援の中で人々も営みと接続するという観点に限定されません。地域の場や人に「気づきの力」

を持ってもらうことや、場や人のネットワークづくりなども福祉行政による地域づくりに欠かせな

い機能です。福祉行政と地域は、Win-Winの関係を維持することが大切なのです。 

 

（２）地域そのものへの働きかけ～中長期のアプローチ 

私たちの地域づくりでは長期的な視点から、人のつながりの豊かな地域社会を積み上げていくこと

で結果的に住民を孤立させない地域を作っていきます。人のつながりの強い地域社会は、専門職が

いなくても住民間のつながりで多くの生活課題を解消・緩和していく力を持っています。 

ただし、地域づくりは広範囲にわたる住民の日々の営みそのものでもあり、「福祉行政が創る」も

のでは決してありません。 

福祉行政の地域づくりの関わり方として、最もイメージしやすいのは、量的な側面での多層性を

高めるような働きかけです。自然な状態ではコミュニティが形成されにくい、あるいは技術的にサ

ポートした方がうまくいく活動は、福祉行政が積極的に支援をしてきた経緯もあります。ただし、

行政側の人的資源に限度があることから、こうした関わりで地域の多層性を高められる範囲は限ら

れたものになります。 
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地域で活動をしている人たちの「気にかけ力」を高めることも、地域を豊かにする大切な福祉行

政の貢献です。地域の「私的」な活動が、ある段階で、自分たちの活動の目的とは別に、周囲で困

りごとを抱えている人に気づき、自分たちの活動をそうした支援を必要する人たちのために活用す

るといった方向に転換するという意味です。そうした公共性を持つことも「気にかけ力」と考える

ことができます。気にかけ力を高めるには、具体的な実例を持ち込み、困りごとや悩みを抱えてい

る人がいるということを気づいてもらうことなど多様な方法で気づきの契機を提供することがで

きます。 

もう一つ、地域づくりへの働きかけとして「結びつける」働きがあります。よく似た活動をして

いる団体同士は地域の中で比較的容易に認知することができますが、一方でスポーツ活動をしてい

るグループが、高齢者の支援をしているグループとつながるには、何かきかっけが必要です。取組

の異なる団体同士がつながると、それぞれの団体にとってＷｉｎ－Ｗｉｎな状態が生まれるような

化学反応が起こることがあります。 

明確なネットワークを形成しなくても、団体同士が集まる場所をつくり「まぜあわせる」だけで、

新しい化学反応が起こるかもしれません。こうしたプラットフォームで、生活課題を抱えている人

たちの存在を共有することによって地域活動の「気にかけ力」を高める効果も期待されます。 
 

 

 

＜環境整備編＞ 

３．地域に働きかけるための組織のあり方 

 

（１）行政の福祉部門に組織として求められること～管理職へのメッセージ 

地域づくりの過程には「越境」、「寄り道」、「はみだし」がつきものです。常に本籍地の分野

に住み続けるコーディネーターでは幅広い人々の営みを知り、目利きになるための経験を積むこと

はできません。しかし、同時に行政の管理職層としてはどうしても「事務所掌」に目が行き、「越

境」や「はみだし」に消極的になってしまう場面がでてきます。 

地域づくりにおける「越境」、「寄り道」、「はみだし」は、最終的な目的があってこそ正当化

されますので、管理職が「いま取り組んでいる業務が、最終的にどういう形で包括的な支援に役立

つ」のかについて明確な目的意識とビジョンを持っていることが大切です。 

また、「越境」、「寄り道」、「はみだし」を受け入れる職場の雰囲気づくりも大切です。積極

的に現場に出ていく職員にとって最も辛いことは、組織の上司や周囲から「それ、行く必要ある？」

「それ、うちの業務？」というような言葉をかけられることです。積極的に「地域内放浪」する人

が組織の中で「浮かない」ように、雰囲気づくりにも配慮が必要です。 

管理職にせよ現場の最前線にいるソーシャルワーカー・コーディネーターにせよ、最初から地域

への関わりがうまくできるものではありません。地域との関わりには基本的なコミュニケーション

スキルを身に着けることに加え、場面や相手、関係性の段階にあった関わり方を身に着けていく必

要があります。また都道府県や近隣市町村で同じ立場で働く専門職との交流も大切な意味をもって

います。特に地域づくりに関わるコーディネーターには常に越境の可能性があることから、同一職

種内の研修だけでなく、他業界の類似職との交流にも大きな意味があります。 

 

（２）事業も財源も「分野横断できる」ことを知る 

行政の事業の区分や財源についてもこうした結果的に分野横断する取組に対して親和性のある

改正が様々な部分で行われています。令和6年８月の地域支援事業実施要綱・ガイドラインの改正

は、こうした分野横断的な取組をこれまで以上に明確に後押しする内容となっています。 

また、総合事業における多様なサービス・活動における委託や補助の方法についても、その支援
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対象は、総合事業の制度上の直接的な支援対象に限定されず、事業の目的を達成するための附随的

な活動と判断する場合は、他分野の対象者に対するサービス提供も含めて補助の対象とできること

とがこれまで以上に明確に示されました。 

厚生労働省からも、令和３年以降、他分野との積極的な連携を促進するため、福祉行政の内外の

諸制度との連携の必要性について通知を発出しています。なお、厚生労働省のこれらの通知は、重

層的支援体制整備事業の実施における連携の位置づけで整理されていますが、重層的支援体制整備

事業を実施せずに包括的な支援体制の整備を進める自治体にも広く適用されるものであることに

留意してください。 

 

おわりに 

このガイドブックでは、福祉行政の領域で地域づくりに関わる職員の方に向けて、地域づくりと

は何か、そして地域づくりとは何をすることなのかについて整理してきました。福祉行政における

地域づくりの難しさの一因は、地域づくりの実践が、行政がしばしば固執してしまう「事務分掌」

や「事業担当」とは対極にある仕事だということです。 

今、地域福祉には、包括的な支援が求められています。制度や事業だけでなく、柔らかな人のつ

ながりの中で対象者を支援する必要性がますます高まっています。そうした中で、福祉行政が「気

にかけ力」を持った「人と人のつながりに基づくセーフティネットづくり」、つまり福祉行政の働

きかける地域づくりを進めるには、本籍地にこだわらずに、越境し、はみ出す勇気が求められてい

るということを最後に改めて強調しておきたいとおもいます。 
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